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振動 

現況調査 

(1) 調査項目 

振動の調査項目は、対象事業の特性及び地域の特性を踏まえ、環境振動の状況、道路交通

振動の状況、地盤卓越振動数の状況とした。 

調査項目を表 4.3-1 に示す。 

 

表 4.3-1 振動の調査項目 

調査項目 

環境振動の状況 時間率振動レベル 

道路交通振動の状況 時間率振動レベル 

地盤の状況 地盤の状況（地盤卓越振動数） 

 

(2) 調査地点 

振動の調査地点を表 4.3-2 に、調査地点位置を図 4.3-1 に示す。 

 

表 4.3-2 振動の調査地点 

調査項目 調査地点 調査地点の選定理由 

環境振動の状況 
計画地 

対象事業実施区域内の状況を把握するため設

定。 

大平田集会所 対象事業実施区域に最も近い集落として選定。 

諏訪交流センター 市街地の代表的な地点として設定。 

道路交通振動の状況 
中丸団地内 

新設される道路（廃棄物運搬車両の運行道路と

なる）の近隣の集落となるため設定。 

山側道路 

新設される道路（廃棄物運搬車両の運行道路の

分岐前の道路）であり、現状の環境状況を把握

するために設定。 

地盤卓越振動数の状況 

山側道路 

新設される道路（廃棄物運搬車両の走行道路の

分岐前の道路）であり、現状の環境状況を把握

するために設定。 
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図 4.3-1 調査地点位置図  
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(3) 調査の期間及び頻度 

振動の調査期間は、騒音調査と同時に実施した。 

表 4.3-3 振動の測定期間 

調査項目 期間 

環境振動の状況 令和 3年 3月 17 日（水）6：00～3 月 18 日（木）6：00 

道路交通振動の状況 令和 3年 12 月 23 日（木）12：00～12 月 24 日（金）12：00 

 

(4) 調査方法 

環境振動の状況及び道路交通振動の状況の調査手法は振動規制法に定められた方法とし、

地盤卓越振動数の状況の調査手法は「道路環境整備マニュアル」(平成元年、(社)日本道路協

会)に示される手法とした。 

調査手法を表 4.3-4 に示す。 

 

表 4.3-4 振動の調査手法 

調査項目 調査手法 備考 

環境振動の状況 
JIS Z 8735 振動レベル測定方法 振動規制法に定められた測定方法 

道路交通振動の状況 

地盤卓越振動数の状況 
大型車 10 台走行時の振動の 1/3

オクターブバンド分析 

「道路環境整備マニュアル」(平成元

年、(社)日本道路協会)による手法 

 

 

(5) 調査結果 

1) 環境振動 

環境振動の調査結果を表 4.3-5 に示す。測定結果は全ての時間帯で 30dB 未満であっ

た。 

なお、「地方公共団体担当者のための建設作業振動対策の手引き」(環境省)によると人

体の振動感覚閾値は、50％の人が感じる振動レベルで約 60dB、10％の人が感じる振動レ

ベルで約 55dB とされているが、今回の調査結果はこの値を大きく下回った。 

 

表 4.3-5 環境振動測定結果 

項目 
振動レベル（L10）(dB) 

昼間 夜間 

計画地 <30 <30 

大平田集会所 <30 <30 

諏訪交流センター 35 <30 

注1：昼間は6～21時、夜間は21～6時 

注2：振動レベル計の報告下限値は30dBであり、30dB未満の値については参考値である。 
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2) 道路交通振動 

環境振動の調査結果を表 4.3-6 に示す。測定結果は全ての時間帯で 30dB 未満であっ

た。 

なお、「地方公共団体担当者のための建設作業振動対策の手引き」(環境省)によると人

体の振動感覚閾値は、50％の人が感じる振動レベルで約 60dB、10％の人が感じる振動レ

ベルで約 55dB とされているが、今回の調査結果はこの値を大きく下回った。 

 

表 4.3-6 道路交通振動測定結果 

項目 
振動レベル（L10）(dB) 

昼間 夜間 

中丸団地内 <30 <30 

山側道路 <30 <30 

注：振動に係る環境基準の時間区分 昼間：6～22 時 夜間：22～6時 

 

3) 地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数の調査結果を表 4.3-7 に示す。 

 

表 4.3-7 地盤卓越振動数調査結果 

単位：Hz 

調査地点 調査結果 

山側道路 74.9 
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予測及び影響の分析（施設（浸出液処理設備）の稼働及び埋め立て作業に伴う影響） 

(1) 予測項目 

計画施設の埋立作業用機械や浸出水処理施設内機器ら発生する振動レベルを対象として

予測した。 

 

(2) 予測地点 

予測地点は図 4.3-2 に示す通り、計画地敷地境界及び周辺地域として大平田集会所とし

た。 
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図 4.3-2 予測地点位置  
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(3) 予測対象時期 

予測時期は、廃棄物の処理量が最大となる時期とした。 

埋立作業時間帯は 9 時～12 時及び 13 時～17 時の 7 時間、浸出水処理施設の稼働時間帯は

24 時間とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 予測手順 

施設の稼働による振動影響の予測手順は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環

境省,2006 年）を参考に図 4.3-3 のとおり行った。 

 

図 4.3-3 予測手順 

 

2) 予測式 

予測式は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省,2006 年）に示される振動

の距離減衰式に基づき行った。 

VL = VL0＋20log10(r0/r)n + 8.68･(r0 －r)･α 

ここで、VL:予測点の振動レベル(dB) 
VL0：基準点の振動レベル(dB) 
r ：振動源から予測点までの距離 
r0：振動源から基準点までの距離（ｒ=1ｍとした） 
n：幾何減衰定数（n=1/2 とした） 
α：地盤減衰定数（現地の状況を考慮し 0.03 とした） 

 

[振動レベルの合成式] 

L = 10・log10(10L1/10+10L2/10+ ……… +10Ln/10) 

  

発生源ユニット位置及び発生源ユニット振動レベルの設定 

発生源ユニットからの予測計算 

予測地点での振動レベルの合成 
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3) 予測の前提条件 

屋内振動発生源 

ア 振動発生機器 

浸出水処理施設の振動の発生源となる機器の基準点振動レベルは、表 4.3-8 に示す

とおり設定した。 

表 4.3-8 屋内機器類の基準点振動レベル（1施設当たり） 

機器名称 台数 
基準点振動レベル 

（dB） 
稼働日数 

調整攪拌層ブロワ 3 70 全日 

曝気ブロア 3 70 全日 

逆洗ブロア 1 70 全日 

   出典：地域の環境振動（社団法人日本振動制御工学会編,2001） 

 

イ 水処理施設の稼働時間 

水処理施設の稼働時間は 24 時間とした。 

 

屋外振動発生源 

ア 屋外振動発生源位置 

振動発生源は埋立・覆土用機械とし、埋立地の近接民家側に配置した。 

 

イ 振動発生機器 

浸出水処理施設の振動の発生源となる機器の基準点振動レベルは、表 4.3-9 に示すと

おり設定した。 

表 4.3-9 埋立・覆土用機械の基準点振動レベル 

NO 項目 
台数 

 

基準点振動レベル 

（dB） 
出典 

1 バックホウ 1 55 *1 

2 ブルドーザ 1 75 *2 

3 コンパクタ 1 90 *2 

*1：「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設省,平成 9年 7月） 

*2：「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版）」（（社）日本建設機械化協会,平成 13 年 2月） 

の振動ローラーの値 

 

ウ 埋立・覆土用機械の稼働時間 

埋立・覆土用機械の稼働時間は、9時～12 時及び 13 時～17 時の 7 時間とした。 
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(5) 予測結果 

施設の稼働による振動の予測結果を表 4.3-10 に示す。 

敷地境界を予測地点とした施設稼働振動については、埋立機械からの寄与は 1dB と殆

どなく、浸出水処理施設からの寄与が 32.7dB という結果となった。合成の結果も、四捨

五入の結果 33dB となった、 

大平田集会所を予測地点とした環境振動については、埋立機械及び浸出水処理施設空

のいずれも振動の寄与はみられなかった。 

表 4.3-10 施設の稼働に伴う振動予測結果（施設稼働振動） 

単位：dB 

評価項目 予測地点 時間帯 
寄与値（施設稼働振動） 予測結果 

（寄与値の 

合成結果） 埋立機械 
浸出水 

処理施設 

施設稼働振動 計画地 

敷地境界 

昼間 1 32.7 33 

夜間 －（寄与なし） 32.7 33 

注：昼間は 6 時～21 時、夜間は 21 時～6 時である。 

 

表 4.3-11 施設の稼働に伴う振動予測結果（環境振動） 

単位：dB 

評価項目 予測地点 時間帯 暗振動 

寄与値 

（施設稼働振動） 
予測結果 

（暗振動と

の合成値） 埋立機械 
浸出水 
処理施設 

環境振動 

 

大平田集会所 昼間 <30 －（寄与なし）－（寄与なし） <30 

夜間 <30 －（寄与なし）－（寄与なし） <30 

注：昼間は 6 時～21 時、夜間は 21 時～6 時である。 

注：表中の「－」は、寄与がないことを表す。 

 

(6) 影響の分析 

1) 影響の回避または低減に係る分析 

本事業の実施においては、実行可能な範囲内でできる限り環境への影響を低減させる

環境配慮事項として、表 4.3-12 に示す低振動型建設機械の使用等を実施する。 

以上のことから、施設の稼働による振動の影響については、環境への影響の回避・低

減されているものと評価する。 

表 4.3-12 環境配慮事項（施設の稼働） 

環境配慮事項 環境配慮事項の内容 環境配慮事項の種類 

低振動型建設機械の使用 低振動型建設機械の使用に努める。 低減 

機器類の定期的な管理 定期的に機械及び施設装置の点検を行

い、異常の確認された機器類は速やか

に修理、交換し、機器の異常による大

きな振動の発生を未然に防ぐ。 

低減 
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2) 環境保全目標との整合性に係る分析 

予測結果が表 4.3-13 に示す環境保全に関する目標値と整合が図られているかを評価

した。 

直近民家付近を含む対象事業実施区域周辺は、用途地域の指定のない地域として昼間

70dB、夜間 60dB という値が定められている。 

最寄民家における環境保全に関する目標は、「人が振動を感じ始めるとされる感覚閾値」

とした。 

表 4.3-13 環境保全に関する目標（施設の稼働） 

環境保全に関する目標 備考 

特定工場等において発生する振動の規制

に関する基準 

昼間 70dB 以下 敷地境界における基

準値 夜間 60dB 以下 

人が振動を感じ始めるとされる感覚閾値

（注） 
55dB 以下 

保全対象における環

境保全に関する目標 

注：「新・公害防止の技術と法規 2010 騒音・振動編」（平成 22 年、（社）産業環境管理協会） 

 

施設の稼働に伴い発生する振動レベルの評価結果は、表 4.3-14 に示すとおり、環

境保全に関する目標を満足している。 

以上のことから、環境保全に関する基準又は目標との整合性は図られているものと

評価する。 

 

表 4.3-14 環境保全に関する基準又は目標との整合性に係る評価結果（施設の稼働） 

単位：dB 

評価項目 予測地点 時間帯 
予測 

結果 

環境保全に

関する目標 

環境保全に関する基準

又は目標との整合性 

○：整合、×不整合 

施設稼働振動 

 

計画地敷地境界 昼間 33 70 ○ 

夜間 33 60 ○ 

環境振動 

 

大平田集会所 昼間 <30 55 ○ 

夜間 <30 55 ○ 

注：昼間は 6 時～21 時、夜間は 21 時～6 時である。 
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予測及び影響の分析（廃棄物運搬車両の走行による影響） 

(1) 予測項目 

計画施設への廃棄物運搬車両による新設道路周辺に与える振動レベルを対象として予測

した。 

 

(2) 予測地点 

予測地点は、図 4.3-4 に示すとおり、新設道路沿道の中丸団地付近とした。 

 

(3) 予測対象時期 

予測時期は、処理施設埋立地（計画地）の廃棄物の処理量が最大となる時期とした。 

なお、廃棄物運搬車両は昼間に走行することから、予測対象時間帯は昼間の時間帯とした。 
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図 4.3-4 廃棄物運搬車両の走行による振動予測地点位置 
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(4) 予測方法 

1) 予測手順 

予測方法は、「国土技術政策総合研究所資料 714 号 道路環境影響評価の技術手法（平

成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土技術政策総合研究所）に記載されている提案式を

用いて、振動レベルの 80%レンジ上端値（L10）を求めることにより行った。 

自動車の走行に係る振動の予測手順は下記に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-5 廃棄物運搬車両の走行に伴う振動の影響の予測手順 

  

予測条件の設定 

道路構造 

平面道路 盛土道路 

切土道路 

掘割道路 

平面道路予測基準点での振動レベル 

道路構造による補正 

距離減衰の補正 距離減衰の補正 

予測位置の振動レベルの80%レンジの上端値(L10) 
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2) 予測式 

予測手法である「振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式」を以下に示

す。ただし、Ｋ、ασ、αf、αs、αl、ａ、ｂ、ｃ、ｄについては既存のデータ等を参考

に適切に設定する。 

 

Ｌ10＝Ｌ10
※－αl 

       Ｌ10
※＝ａlog10(log10Ｑ※)＋blog10Ｖ＋clog10Ｍ＋d＋ασ＋αf＋αs 

 ただし、  Ｌ10 ：振動レベルの 80％レベルの上端値の予測値(dB) 

      Ｌ10
※ ：基準点における振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値（dB） 

      Ｑ※ ：500 秒間の 1 車線あたりの等価交通量（台/500 秒/車線） 

         ＝(500/3,600）×（1/Ｍ）×（Ｑ1＋ＫＱ2） 

      Ｑ1 ：小型車時間交通量（台/時） 

      Ｑ2 ：大型車時間交通量（台/時） 

      Ｋ ：大型車の小型車への換算係数 

      Ｖ ：平均走行速度（km/時） 

      Ｍ ：上下線合計の車線数 

      ασ ：路面の平坦性等による補正値（dB）※アスファルト舗装とした。 

      αf ：地盤卓越振動数の補正値（dB） 

      αs ：道路構造による補正値（dB） 

      αl ：距離減衰値（dB） 

      ａ、ｂ、ｃ、ｄ：定数 

表 4.3-15 道路交通振動予測式の定数及び補正値等 
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3) 予測の前提条件 

交通量 

交通量は、処分場稼働時の交通量推計をもとに、一般車両は、二車線合計で大型車 86

台、小型車 854 台の計 940 台とした。 

また、廃棄物運搬車両は、大型車 80 台（往復換算で 160 台/日）とした。 

時間別の時間別の交通台数は、大気質の予測で示した表 4.1-13 と同様である。 

 

走行速度 

走行速度は、設計速度は 40km/h とした。 

 

道路条件 

予測の道路条件は新設後の道路断面を用いた。各箇所の予測断面は図 4.3-6 のとおり

である。 

なお、予測地点は道路境界上とした。 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-6 予測断面形状 

 

地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数は、現況調査での測定結果である 74.9Hz を用いた。 

 

(5) 予測結果 

廃棄物運搬車両の走行による振動レベルの予測結果を表 4.3-16 に示す。 

表 4.3-16 廃棄物運搬車両の走行による振動レベル予測結果（昼間） 

単位：dB  

 予測結果（L10） 

中丸地区側 29 

末広地区側 29 

 

 

1m 2m 0.5m 6m 

路肩 歩道 路肩 路肩 車道 

予測位置 
 1.5m 

予測位置 
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(6) 影響の分析 

1) 影響の回避または低減に係る分析 

本事業の実施においては、実行可能な範囲内でできる限り環境への影響を低減させる

環境配慮事項として、表 4.3-17 に示す交通規制の遵守、空ふかし等の禁止を実施する。 

以上のことから、廃棄物運搬車両の走行に伴う振動の影響は回避・低減されているも

のと評価する。 

表 4.3-17 環境配慮事項（廃棄物運搬車両の走行） 

環境配慮事項 環境配慮事項の内容 環境配慮事項

の種類 

交通規制の遵守 廃棄物運搬車両は、積載量等の交通規制を遵守する。 低減 

空ふかし等の禁止 廃棄物運搬車両は、アイドリング、空ふかしをしな

い、急発進、急停車をしないなどの丁寧な運転を心が

ける。 

低減 

 

2) 環境保全目標との整合性に係る分析 

予測結果が、表 4.3-18 に示す環境保全に関する目標と整合が図られているかを評価

した。環境保全に関する目標は、道路交通振動の要請限度とした。 

なお、道路交通振動の要請限度については、用途地域に応じて第 1 種区域、第 2 種区

域に分類される。予測地域は、用途地域が第一種低層住居専用地域と未指定区域が混在

し、振動上の地域区分も第 1 種区域、第 2 種区域が混在する。 

ここでは、振動のより要請限度値が厳しい区分である第 1 種区域の値を基準値として

用いた。 

表 4.3-18 環境保全に関する目標（廃棄物運搬車両の走行） 

環境保全に関する目標 備考 

振動規制法に基づく道路交通

振動の要請限度 

第 1 種区域（末広地区が該当） 
65dB 昼間 

※昼間区分は、6時～21 時となる。 

 

廃棄物運搬車両の運行に伴い発生する振動レベルの評価結果は、表 4.3-19 に示す

とおり、環境保全に関する目標を満足している。以上のことから、環境保全に関する

基準又は目標との整合性は図られているものと評価する。 
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表 4.3-19 環境保全に関する基準又は目標との整合性に係る評価結果（廃棄物運搬車両の走行） 

単位：dB 

地点 

予測結果

（L10） 

昼間 

環境保全に 

関する目標 

環境保全に関する基準又

は目標との整合性 

○：整合 

×不整合 要請限度 感覚閾値 

中丸地区側 29 
65 55 

○ 

末広地区側 29 ○ 

※昼間区分は、6時～21 時となる。 
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